
お茶の水女子大学における内部統制システム推進体制のイメージ（R5.10時点）
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通常の業務の中に組み込まれている
日常的なモニタリング・自己点検

2次モニタリング
各部局へのチェックリストでの点検・

ヒアリング等

3
次
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

監
査
室
に
よ
る
独
立
的
評
価

（
内
部
監
査
）

報 告

監 査

監 事

内部統制システム
全体のモニタリング
監事による独立的評価
（監事監査）

報告（総括責任者※）
※学長が指名する副学長

危機管理対策本部
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内部統制システム
最高管理責任者（学長）

設 置

危機発生時、又は発生するおそれ
がある場合、設置する。

（※危機管理規則第6条）

◉「内部統制システム」の定義（国立大学法人お茶の水女子大学業務方法書第2条）
→ 役員（監事を除く。）の職務の執行が国立大学法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制。

【本学におけるモニタリングの具体例】
◉3次モニタリング
監査室において内部監査を実施

◉2次モニタリング
各担当副学長、各担当部署・委員会
等において点検・ヒアリング等を実施

◉1次モニタリング
各部局の長、教職員において点検を実施

(1)外部資金等監査、(2)法人文書管
理監査、(3)個人情報保護監査、(4)
情報セキュリティ監査、(5)その他日常
的な伝票確認 等

(1)コンプライアンス推進会議、(2)お茶
大CSIRT、(3)公的研究費等不正使
用防止対策委員会、(4)研究不正防
止計画推進委員会等

(1)各業務における日常的な自己点検、
(2)相互牽制、(3)承認手続き 等

連 携
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内部統制システム推進責任者
（学長が指名する理事）


